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日
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の
医
療
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
人
、
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
、
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
な
ど
を
除
い
た
す
べ
て
の
人
が
加
入

し
ま
す
。
納
め
て
い
た
だ
い
た
保
険
税
と
国
な
ど
か

ら
の
補
助
金
を
財
源
に
し
て
、
医
療
費
・
高
額
療
養

費
・
出
産
育
児
一
時
金
な
ど
の
保
険
給
付
の
支
払
い
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
な
ど
の
各
種
拠
出
金
の
支
払

い
、
特
定
健
診
・
簡
易
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
な

ど
の
保
健
事
業
を
行
い
、
皆
さ
ん
の
健
康
を
支
え
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
、
高
度

医
療
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
は
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
よ
り
効
率
的
な
運
営
に
努
め
て
い
き
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
も
健
康
に
心
が
け
、
医
療
費
を
有
効

に
使
わ
れ
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国民健康保険税の本算定の月です
　

国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
は
、
被

保
険
者
の
皆
さ
ん

が
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
、
安
心

し
て
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
５
月
末
現
在
、

市
内
で
１
３
，
８
７
９
世
帯
、
２
３
，
７
１
６

人
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
は
国
民
健
康
保
険
税
の
本
算
定
の
月
で

す
。
８
月
中
旬
に
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）
に

保
険
税
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
納
期
内

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中

に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
納
税
通
知
書
が
世
帯
主
あ
て
に

届
き
ま
す
。

　
今
回
お
届
け
す
る
納
税
通
知
書
の
税
額
は
、
次
ペ
ー
ジ

の
税
率
等
Ⓐ
に
よ
り
計
算
し
ま
す
。

①
普
通
徴
収
の
人

　

本
算
定
年
税
額
か
ら
１
期（
４
月
）・
２
期（
５
月
）の
仮

算
定
税
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、３
期
（
８
月
）
か
ら
10
期

（
平
成
25
年
３
月
）の
８
期（
回
）に
割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

②
特
別
徴
収
の
人

　
本
算
定
年
税
額
か
ら
４
月
・
６
月
・
８
月
の
仮
算
定
税

額
を
差
し
引
い
た
額
を
10
月
・
12
月
・
平
成
25
年
２
月
の

３
回
に
割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
年
税
額
の
具
体
的
な
計
算
例
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
と

お
り
で
す
。

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
全
員
（
世
帯
主
を
含
む
）
が

65
歳
以
上
で
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
保

険
税
を
年
金
か
ら
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
の
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
申
請
の
時
期
に
よ
り

　
口
座
振
替
へ
の
変
更
時
期
が
変
わ
り
ま
す
。

●
年
金
天
引
き
を
継
続
さ
れ
る
場
合
や
す
で
に
口
座
振
替

　
に
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
改
め
て
申
請
し
て
い
た

　
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ
た
場
合
、
所
得
税
に
関
す
る
社

　
会
保
険
料
控
除
は
口
座
振
替
に
よ
り
支
払
っ
た
人
に
適

　
用
さ
れ
ま
す
。
年
金
天
引
き
の
人
は
、
ご
本
人
に
社
会

　
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

本
算
定
の
納
税
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
を

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

前年の世帯合計所得が下記の金額以下 軽減割合
33万円 ７割

　33万円＋（世帯主を除く加入者数× 24万５千円） ５割
　33万円＋（世帯主を含む加入者数× 35万円） ２割

※加入者数・前年の世帯合計所
　得には後期高齢者医療に移行
　した人を含めて算出していま
　す。（世帯に異動がある場合を
　除く。）

　倒産・解雇などによる離職（特定受給資格者）や雇い止めなどによる離職（特定理由離職者）をされた人の前年
給与所得を 30／ 100とみなして保険税の算定を行います。雇用保険受給資格者証と印鑑を持参し申請してくださ
い。該当する離職理由コードは、11・12・21・22・23・31・32・33・34です。対象期間は、離職の翌日の属
する月から翌年度末までです。

　保険税の軽減制度（均等割・平等割を軽減）

　非自発的失業者に係る保険税の減額制度（平成22年４月～）

8月は
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　保険税は、被保険者になった月から納めていただくことになります。被保険者になった月とは、市で届け出をし
たときでなく、ほかの市町村から転入した日、あるいは職場の健康保険を脱退した日など、市国保加入の資格が発
生したときをいいます。届け出が遅れると保険給付を受けられない場合があります。保険税は国保資格の発生日ま
でさかのぼって納めていただくことになります。
　ほかの市町村へ転出した、職場の健康保険に加入したなど（伊賀市国民健康保険被保険者資格の喪失）の場合は、
その月分からの保険税は課税されませんが、届け出が必要です。

	 	 	

																																								　※１　所得割　前年中の総所得金額から基礎控除額（33万円）を差し引いた額
　　　　　　　																												　に対して
																																								　※２　資産割　その年の土地家屋にかかる固定資産税に対して
																																								　※３　均等割　国保に加入している人、１人に対して
																																								　※４　平等割　１世帯に対して

　保険税は被保険者になった月から

○世帯主（40歳）　給与所得 200万円
　　　　　　　　　固定資産税５万円
○配偶者（40歳）　無職
○子（10歳）
○子（７歳）

という４人家族の場合…

■医療給付費分の税額の計算例
◎４人が国民健康保険に加入
　 総所得　 　 　基礎控除額
2,000,000 円 － 330,000 円＝ 1,670,000 円
所得割額　1,670,000 円× 6.7/100　 ＝   111,890 円
資産割額       50,000 円× 18/100    ＝       9,000 円
均等割額       25,000 円×４人      　＝   100,000 円
平等割額       22,000 円×１世帯　 　＝    22,000 円
医療給付費分年税額（100 円未満切り捨て）　 242,800 円

■後期高齢者支援金分の税額の計算例
所得割額　1,670,000 円× 1.08/100  ＝      18,036 円
資産割額       50,000 円× 4.2/100    ＝        2,100 円
均等割額         5,500 円×４人          ＝      22,000 円
平等割額         4,500 円×１世帯　　 ＝        4,500 円
後期高齢者支援金分年税額（100 円未満切り捨て） 46,600 円

■介護納付金分の税額の計算例
◎２人が介護保険に加入（40 歳以上 65 歳未満）
所得割額　1,670,000 円× 1.5/100　 ＝      25,050 円
資産割額       50,000 円× 3/100　　＝        1,500 円
均等割額         7,000 円× 2 人　　　 ＝　　14,000 円
平等割額         4,500 円×１世帯       ＝　　  4,500 円
介護納付金分年税額（100 円未満切り捨て）　　 45,000 円

【問い合わせ】　保険年金課　☎22-9659　ＦＡＸ26-0151

※上記の加入世帯の国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の	
　合計額　242,800 円＋ 46,600 円＋ 45,000 円＝ 334,400 円となります。

国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金分
　　　　　　　および介護納付金分の　		

計算例

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は

必
ず
14
日
以
内
に
！

（単位：円）
税率等Ⓐ 所得割※１ 資産割※２ 均等割※３ 平等割※４ 限度額
医療給付費分 6.7％ 18％ 25,000 22,000 51 万

後期高齢者支援金分 1.08％ 4.2％ 5,500 4,500 14 万

介護納付金分 1.5％ ３％ 7,000 4,500 12 万


